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ここを　  うここを　  う問問町
政

▲改正が必要な一般競争入札実施要綱

▲住民が使えるようトラックの所有が望まれる

藤田　博

福原　隆泰

問　

中
学
校
給
食
用
備
品
購

入
に
か
か
わ
る
入
札
で
は
、

入
札
業
者
が
１
社
で
、
落
札

率
90
％
と
高
落
札
し
て
い
る
。

　

こ
の
件
で
は
、
１
社
だ
け

の
入
札
に
対
し
て
質
疑
が
な

さ
れ
、
多
く
の
反
対
討
論
が

さ
れ
た
が
、
賛
成
討
論
も
な

い
中
で
賛
成
多
数
で
承
認
さ

れ
た
。

　

現
行
の
郵
便
応
募
型
条
件

付
き
一
般
競
争
入
札
実
施
要

綱
で
は
、
有
効
入
札
参
加
業

者
数
の
規
定
が
な
い
こ
と
か

ら
、
入
札
参
加
者
が
１
社
で

も
入
札
が
成
立
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

問　

地
域
活
動
を
助
け
る
町

有
車
両
貸
出
制
度
は
。

答　

リ
ー
ス
車
両
の
た
め
第

３
者
に
貸
し
出
し
で
き
な
い
。

問　

地
域
の
課
題
を
地
域
で

解
決
す
る
た
め
町
民
提
案
事

業
を
予
算
化
で
き
な
い
か
。

答　

町
が
取
り
組
む
課
題
に

対
し
て
住
民
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
協

働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
。

問　

県
民
交
流
広
場
事
業
に

対
す
る
積
極
的
な
支
援
は
。

答　

生
涯
学
習
グ
ル
ー
プ
を

窓
口
に
、
町
全
体
と
し
て
支

援
す
る
。

問　

臨
海
部
の
望
海
公
園
内

　

競
争
原
理
が
働
か
ず
、
高

止
ま
り
の
落
札
金
額
に
な
る

恐
れ
が
あ
る
。

　

入
札
応
募
者
の
最
低
有
効

数
の
規
定
を
設
け
て
競
争
原

理
が
働
く
よ
う
、
改
正
す
る

べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

入
札
応
募
者
数
が
何
社

で
あ
れ
ば
適
切
で
、
競
争
原

理
が
働
く
か
客
観
的
な
見
極

め
は
難
し
く
、
た
と
え
１
社

で
あ
っ
て
も
そ
の
入
札
金
額

が
適
切
な
積
算
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　

要
綱
の
改
正
に
つ
い
て
は

必
要
な
い
と
考
え
る
。

　

業
者
に
お
い
て
も
、
応
札

時
点
で
は
応
札
者
が
１
社
だ

け
と
わ
か
ら
な
い
状
況
で
あ

り
、
で
き
る
だ
け
安
価
な
額

で
積
算
し
た
も
の
と
考
え
る
。

　

し
か
し
、
入
札
に
よ
っ
て

競
争
し
、
公
表
す
る
。

　

開
か
れ
た
形
の
入
札
が
必

要
で
あ
り
、
今
後
は
入
札
登

録
時
期
に
あ
わ
せ
て
、
入
札

に
か
か
る
「
物
品
」
の
年
間

予
定
発
注
情
報
を
示
し
て
、

広
く
業
者
が
参
加
で
き
る
よ

う
努
め
る
。

の
交
通
公
園
を
多
目
的
利
用

で
き
る
よ
う
な
整
備
を
。

答　

小
学
１
年
生
・
３
年
生

や
高
齢
者
向
け
の
交
通
安
全

教
室
と
し
て
利
用
し
た
い
。

問　

阿あ

閇え

漁
港
の
埋
立
許
可

地
は
い
つ
ま
で
放
置
す
る
の
か
。

答　

６
７
０
０
㎡
の
土
地
の

多
目
的
利
用
を
昨
年
度
予
算

要
望
時
に
検
討
し
た
が
、
財

政
状
況
な
ど
に
よ
り
見
送
っ
た
。

問　

農
業
振
興
・
農
地
保
全

を
図
る
た
め
税
制
の
優
遇
策

を
導
入
し
た
り
、
生
産
者
と

協
働
で
青
空
市
の
開
催
を
。

答　

Ｊ
Ａ
兵
庫
南
と
も
連
携

し
な
が
ら
今
後
、
さ
ま
ざ
ま

な
支
援
策
を
検
討
し
た
い
。

問　

減
少
し
続
け
る
農
地
の

保
全
に
つ
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
農
園
な
ど
の
活
用
は
。

答　

農
地
法
も
改
正
に
な
り

改
め
て
検
討
し
た
い
。

問　

ゴ
ミ
出
し
マ
ナ
ー
の
向

上
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ト
ラ

ブ
ル
回
避
、ゴ
ミ
の
減
量
化
、

高
齢
者
の
負
担
軽
減
を
踏
ま

え
、戸
別
収
集
は
で
き
な
い
か
。

答　

人
員
・
車
両
の
増
強
、

経
費
の
増
加
、
車
両
が
進
入

で
き
な
い
狭
い
道
路
な
ど
か

ら
、
全
世
帯
を
対
象
と
し
た

戸
別
収
集
は
検
討
で
き
な
い
。

一

般

質

問

住民クラブ

明風会

郵便応募型入札要綱の改正を

町有車両の貸し出しを

要綱の改正は必要ない

リース車両のため不可

三村理事

三村理事
枡田理事

▲子宮頸がんはワクチンで予防できる唯一のがん

▲権利はすべて県だが、町が委託料を交付している施設

古川  美智子

松本  かをり

問　

平
成
22
年
11
月
26
日
、

国
の
補
正
予
算
が
通
過
し
、

子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
接
種

に
対
し
「
公
費
助
成
」
と
の

報
道
が
あ
る
が
詳
細
は
。

答　

現
時
点
で
は
３
ワ
ク
チ

ン
接
種
の
助
成
を
行
う
市
町

に
国
が
２
分
の
１
の
助
成
を

行
う
。
対
象
者
は
子
宮
頸
が

ん
ワ
ク
チ
ン
で
中
学
１
年
か

ら
高
校
１
年
の
女
子
、
ヒ
ブ

と
小
児
用
肺
炎
球
菌
の
両
ワ

ク
チ
ン
で
ゼ
ロ
歳
か
ら
４
歳

児
の
接
種
希
望
者
に
。

問　

全
国
的
に
は
10
月
２
日

現
在
、
２
８
４
の
自
治
体
で

公
費
助
成
を
し
て
い
る
。
播

　

地
域
連
携
交
流
施
設
は
県

所
有
で
、学
校
の
一
部
だ
が
、

町
が
依
頼
を
受
け
公
の
施
設

と
し
て
委
託
金
を
交
付
。
法

的
根
拠
を
聞
く
。

問　

依
頼
行
為
が
法
的
に
成

立
す
る
の
に
、
町
と
県
で
管

理
委
託
契
約
が
必
要
で
は
。

答　

学
校
長
の
依
頼
に
よ
り

年
間
事
業
計
画
を
提
出
。
契

約
は
交
わ
し
て
い
な
い
。

問　

契
約
な
け
れ
ば
委
託
料

は
県
側
で
は
。
ま
た
依
頼
行

為
に
根
拠
が
な
け
れ
ば
、
町

は
施
設
に
管
理
委
託
は
で
き

る
か
。

答　

県
が
施
設
を
維
持
管
理
。

磨
町
も
対
象
者
の
負
担
が
な

い
よ
う
に
す
べ
き
で
は
。

答　

３
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
公

費
助
成
は
、
近
隣
市
町
と
連

携
し
、前
向
き
に
取
り
組
む
。

期
日
前
投
票
の
簡
素
化
を

町
の
選
管
で
検
討

森
本
統
括

問　

期
日
前
投
票
で
は
職
員

の
面
前
で
住
所
・
氏
名
、
投

票
当
日
に
行
け
な
い
理
由
を

書
く
た
め
「
緊
張
す
る
」「
手

が
震
え
る
」
な
ど
の
声
を
よ

く
聞
く
。

　

投
票
入
場
券
の
裏
に
宣
誓

書
を
掲
載
し
、
投
票
前
に
自

宅
で
記
入
し
て
き
て
も
ら
う

な
ど
、簡
素
化
は
で
き
な
い
か
。

　

県
議
会
で
同
様
の
質
問
に

対
し
、
県
の
選
管
は
前
向
き

な
答
弁
を
し
て
い
る
が
。

答　

経
費
的
な
面
、
事
務
手

続
き
の
増
加
、
家
族
３
人
な

ら
３
人
分
の
入
場
券
封
入
な

ど
検
討
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

県
の
指
導
な
ど
も
あ
り
、
近

い
う
ち
に
町
の
選
管
で
検
討

す
る
。

そ
の
他
の
質
問

▼
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

町
は
施
設
活
用
。
現
在
の
形

と
な
っ
て
い
る
。

問　

全
く
答
え
に
な
っ
て
い

な
い
。
当
施
設
は
地
域
と
共

に
歩
む
学
校
を
目
指
し
て
設

置
と
あ
る
が
、
設
置
は
町
か

県
か
。

答　

設
置
は
県
。

問　

県
所
有
物
、
管
理
条
例

は
県
な
の
に
、
な
ぜ
町
費
で

委
託
料
を
払
う
の
か
。

答　

住
民
が
活
用
す
る
た
め
、

町
が
委
託
料
を
払
っ
て
い
る
。

問　

公
の
施
設
の
具
体
的
要

件
で
、

①
地
方
公
共
団
体
が
設
置

②
公
共
用
財
産
の
範
囲
に
入

る
も
の

③
貸
借
権
ま
た
は
使
用
貸
借

権
の
権
利
は
。

　

①
～
③
の
権
利
者
は
。

答　

①
、
②
は
県
、
③
は
町

に
権
利
は
な
い
。

問　

明
解
な
答
え
は
全
く
な

い
。
う
や
む
や
に
は
で
き
な

い
。
県
に
対
し
て
回
答
を
求

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。町
は
何
の
権
限
を
取
得
か
。

答　

取
得
す
る
権
限
は
な
い
。

制
定
も
行
っ
て
な
い
。
本
来

の
設
置
目
的
を
生
か
す
た
め

町
と
県
で
協
議
の
上
、
活
用

方
法
を
と
っ
て
い
る
。

一

般

質

問

公明党代表

緑生会

子宮頸がんワクチンの助成を

地連交流施設はなぜ町費か

前向きに取り組む

住民が活用するため三村理事

町　長
枡田理事


